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令和４年度　放送受信契約
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－１

8011005000968

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・放送法の規定に基づき、当該受注者と契約することが定められているため

1,461,895 1,461,895 100.000

道路・占用物件管理情報処理業務（札幌道路事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人道路管理センター
東京都千代田区平河町１－２－１０

1010005018903

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

6,068,524 6,067,600 99.985

定期刊行物「北海道建設新聞」購入
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
（株）北海道建設新聞社
函館市五稜郭町１－１４

5430001021831

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・再販売価格維持制度が維持されており、供給元が出版元に限られるため。

1,646,400 1,646,400 100.000

定期刊行物「北海道通信日刊建設版」購入
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
（株）北海道通信社
北海道札幌市中央区北５条西６丁目

8430001022158

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・再販売価格維持制度が維持されており、供給元が出版元に限られるため。

5,443,200 5,443,200 100.000

登記情報提供業務（単価契約）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人民事法務協会
東京都千代田区内神田１－１３－７

4010005003407

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

1,373,572 1,373,572 100.000 単価契約

積算資料電子版の利用
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人経済調査会　北海道支部
北海道札幌市中央区北１条西３丁目２番地

1010005002667

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

1,693,860 1,693,860 100.000

Ｗｅｂ建設物価の利用
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人建設物価調査会
北海道札幌市中央区北２条西４丁目１番

6010005018675

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

2,283,380 2,283,380 100.000

一般国道１２号　美唄市　光珠内南改良工事仮設防護柵外賃貸借
（岩見沢道路事務所）

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
ヒロセ㈱　北海道支店
北海道札幌市中央区北４条東１丁目２番地３　札幌フコク生命ビル

7120001205067

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件は、一般国道１２号　美唄市　光珠内南改良工事（令和３年４月９日～
令和４年３月１日）において受注者（スミセキ･コンテック株式会社）が賃貸借
した仮設防護柵及び鋼矢板を工事終了後も引き続き賃貸借を行うものであ
る。
  本施設は、当該受注者が令和３年度の工事期間中に所有者である上記業
者から借り受けたものであるが、次年度以降も継続して使用するため。

822,822 729,128 88.613

一般国道４５２号　三笠市　下桂沢舗装工事仮設防護柵外賃貸借
（岩見沢道路事務所）

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
セフテック（株）旭川営業所
北海道旭川市永山北１条１１丁目３９番地

7010001004224

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件は、一般国道４５２号　三笠市　下桂沢舗装工事（令和３年６月２２日
～令和４年３月２８日）において受注者（植村建設株式会社）が賃貸借した仮
設防護柵を工事終了後も引き続き賃貸借を行うものである。
  本施設は、当該受注者が令和３年度の工事期間中に所有者である上記業
者から借り受けたものであるが、次年度以降も継続して使用するため。

939,400 939,400 100.000

一般国道１２号　岩見沢市　大和こ線橋仮設防護柵賃貸借（岩見沢
道路事務所）

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
ヒロセ㈱　北海道支店
北海道札幌市中央区北４条東１丁目２番地３　札幌フコク生命ビル

7120001205067

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件は、一般国道１２号　岩見沢市　大和こ線橋撤去工事（令和３年６月１
１日～令和４年３月２２日）において受注者（宮坂建設工業株式会社）が賃貸
借した仮設防護柵を工事終了後も引き続き賃貸借を行うものである。
  本施設は、当該受注者が令和３年度の工事期間中に所有者である上記業
者から借り受けたものであるが、次年度以降も継続して使用するため。

885,720 885,720 100.000

堰堤維持の内　芦別ダム管理補助業務（岩見沢河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
電源開発株式会社
東京都中央区銀座６丁目１５番１号

6010001050764

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・「桂沢ダムの管理に関する協定書」に基づき、当該受注者に管理を委託す
ることとしているため 55,803,000 55,682,000 99.783

砂川遊水地管理棟施設管理（滝川河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人石狩川振興財団
北海道札幌市北区北１１条西２丁目２番１７号

7430005010481

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 10,983,583 10,978,000 99.949

青山ダム　取水導水設備保管（札幌北農業事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
西田鉄工（株）　札幌支店
北海道札幌市北区北７条西４丁目 6330001012889

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・「平成３１～令和３年度施行　篠津青山農業水利事業　青山ダム取水導水
設備製作据付工事」において、青山ダムにおける取水口･土砂吐ゲートの更
新とトンネル内導水管の製作･据付を実施することとしていたが、関連する土
木工事の遅延により、当該工事での現地据付が出来なくなったため、製作し
た資材の保管が必要となった。
　保管対象となる資材は、そのほとんどが大型重量物で有り、保管には全体
で約１，２００m2の面積が必要であること、保管する資材の中にはゲートの
開閉装置等の精密機械も含まれており、資材に応じて適切な管理が必要と
なることから、その取扱及び保管方法を熟知している製造元にて保管する必
要があるから。

4,869,793 4,862,000 99.840

石狩川下流降雨予測情報外提供
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人　日本気象協会北海道支社
札幌市中央区北４条西２３丁目

4013305001526

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 29,216,000 29,216,000 100.000

札幌開発建設部管内　道路防災気象情報提供
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
一般財団法人　日本気象協会北海道支社
札幌市中央区北４条西２３丁目

4013305001526

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 17,369,000 17,369,000 100.000

用地課システムサーバ外一式借入及び保守
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
株式会社サンコー
北海道札幌市清田区北野２条３丁目１１番２２号

2430001019011

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・過年度において複数年度の賃借期間を前提に一般競争による契約を締結
したものであり、賃貸借期間満了まで契約を継続する必要があるため。 1,298,880 1,298,880 100.000 単価契約

交通量観測システム機器一式借入及び保守
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
日本データーサービス株式会社
北海道札幌市東区北１６条東１９丁目１番１４号

9430001020986

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・過年度において複数年度の賃借期間を前提に一般競争による契約を締結
したものであり、賃貸借期間満了まで契約を継続する必要があるため。 1,486,980 1,486,980 100.000 単価契約

情報共有サーバ一式借入及び保守
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
大洋事務機株式会社
北海道札幌市東区本町１条１丁目３番１号

4430001009745

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・過年度において複数年度の賃借期間を前提に一般競争による契約を締結
したものであり、賃貸借期間満了まで契約を継続する必要があるため。 1,391,500 1,391,500 100.000 単価契約

河川計画課共有サーバシステム一式借入及び保守
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
大洋事務機株式会社
北海道札幌市東区本町１条１丁目３番１号

4430001009745

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・過年度において複数年度の賃借期間を前提に一般競争による契約を締結
したものであり、賃貸借期間満了まで契約を継続する必要があるため。 1,181,400 1,181,400 100.000 単価契約

官報公告等掲載契約
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２丁目２番５号

6010405003434

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

5,574,107 5,574,107 100.000 単価契約

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）



（別紙様式４）
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

多様なニーズに対応し、新たな賑わいの創出に資する道路空間利
活用の社会実験委託業務

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
札幌都心交通研究会　代理人（株）ドーコン
札幌市厚別区厚別中央１条５丁目４番１号 5430001021765

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本業務は、札幌都心部において時間帯で異なる多様なニーズを踏まえ、新
たな賑わい創出を目指し、歩行者滞在空間における賑わい空間と荷捌き空
間を試験的にタイムシェアし、「歩いて楽しいまち」実現に向けた最適な道路
空間のあり方を検証するものである。
　令和３年度に国土交通省道路局が公募した、「道路に関する新たな取り組
みの現地実証実験（社会実験）」に札幌市が申請した「多様なニーズに対応
し、新たな賑わいの創出に資する道路空間利活用の社会実験」が国土交通
省で採択され、実験の実施主体となる「札幌都心交通研究会」と、随意契約
するものである。

6,996,000 6,996,000 100.000

滝里ダム防災施設等維持委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
芦別市
北海道芦別市北１条東１丁目３番地 9000020012165

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・「滝里ダム資料館等維持管理委託協定書」に基づき、当該受注者に管理を
委託することとしているため。 25,627,749 25,627,749 100.000

新千歳空港平行誘導路複線化整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査委託委託業務

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月1日
公益財団法人北海道埋蔵文化財センター
北海道江別市西野幌６８５番地１

2430005010750

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本業務は、新千歳空港平行誘導路複線化整備事業施行地内において、文
化財保護法第９４条の規定に基づき、埋蔵文化財の記録・保存のために事
業施行前に発掘調査を実施することを目的とするものである。
　国の機関等が行う埋蔵文化財の発掘調査については、北海道教育委員会
に対して毎年度に翌年度の発掘調査予定箇所を事前に協議することとされ
ており、協議を受けた北海道教育委員会は、全道の国の機関等が行う発掘
調査予定を取りまとめた上で発掘調査業務を円滑に実施するために受託可
能な団体を決定している。
　当該事業に伴う埋蔵文化財発掘調査については、北海道教育委員会教育
長から開発監理部長を経由して、公益財団法人北海道埋蔵文化財センター
を選定し、同法人が受託する旨の通知があった。
　公益財団法人北海道埋蔵文化財センターは、北海道内の埋蔵文化財発
掘調査を行うとともに、文化財の保護及び活用を図るために必要な事業を行
い、本道文化の向上に寄与することを目的に設立された法人であり、発掘調
査に関する数多くの実績があるから。

99,936,100 99,936,100 100.000

河川事業実施計画資料作成外業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月5日
株式会社北開水工コンサルタント
北海道河東郡音更町共栄台西１１丁目１番地

6460101001548

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 14,971,000 14,971,000 100.000

土地改良法第８９条の２及び同法施行令第５１条の２の規定に基づ
く国営美唄茶志内地区事業の換地処分

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月7日
北海道
北海道札幌市中央区北３条西６丁目

7000020010006

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・土地改良法89条の2及び同法施行令51条の2の規定に基づき、当該受注
者と契約することが定められているため 90,827,500 90,827,500 100.000

土地改良法第８９条の２及び同法施行令第５１条の２の規定に基づ
く国営南長沼地区事業の換地処分

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月7日
北海道
北海道札幌市中央区北３条西６丁目

7000020010006

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・土地改良法89条の2及び同法施行令51条の2の規定に基づき、当該受注
者と契約することが定められているため 169,999,200 169,999,200 100.000

土地改良法第８９条の２及び同法施行令第５１条の２の規定に基づ
く国営雨竜暑寒地区事業の換地処分

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月7日
北海道
北海道札幌市中央区北３条西６丁目

7000020010006

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・土地改良法89条の2及び同法施行令51条の2の規定に基づき、当該受注
者と契約することが定められているため 58,269,900 58,269,900 100.000

千歳川水辺環境調査実施（千歳川河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月8日
株式会社エコテック
北海道札幌市中央区北３条西２丁目１番地２８

4430001002287

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 8,745,000 8,745,000 100.000

岩見沢市北村地域事業推進等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月11日
岩見沢市
北海道岩見沢市鳩が丘１丁目１－１ 2000020012106

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

16,063,228 16,063,228 100.000

地域防災力向上業務（滝川河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月12日
まち・川づくりサポートセンター
北海道滝川市緑町７丁目７番４７号

4430005010567

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 6,769,752 6,765,000 99.930

札幌開発建設部用地取得等のための不動産鑑定評価業務（単価契
約）

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月12日
山田不動産鑑定
北海道札幌市中央区南１３条西２１－２－２４－５０３

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 7,826,500 7,826,500 100.000 単価契約

江別地域　低濃度ＰＣＢ廃棄物処理
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年4月28日
ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
北海道苫小牧市字勇払１５２番地

8430001053450

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本業務は、完了地区の土地改良施設の更新で発生した、現在当部で保管
管理しているＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を含んだ排水機場鉄骨等につい
て、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
（平成１３年６月法律第６５号）に基づき処分を行うものである。
　ＰＣＢを含んだ機器の処分に当たっては、環境省が定めた「ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物処理計画」（平成１５年８月・平成２７年３月変更）により実施し、
ＰＣＢ廃棄物保管事業者自ら又は中間貯蔵･環境安全事業株式会社もしくは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年１２月法律第１３７号）に
基づく許可を受けたポリ塩化ビフェニルに係る特別管理産業廃棄物処分業
者に委託して、適正に処分しなければならないと定められている。
　これら国（環境省）の処分計画に基づき北海道は、「北海道ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物処理計画」により、低濃度ＰＣＢ廃棄物は、環境大臣による無害
化処理認定施設を活用して、令和９年３月までに処理する年次計画を定め、
当該計画に沿って事前に登録されたＰＣＢ廃棄物の処理を進めているところ
である。北海道で、ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社以外に低濃度ＰＣＢ廃棄
物処理法に基づく無害化処理施設の認定をうけ、低濃度ＰＣＢ廃棄物を受け
入れ処分できる業者はいないため、当該事業者が本業務を遂行できる唯一
の事業者であるため。

29,700,000 29,700,000 100.000

土地改良法第８９条の２及び同法施行令第５１条の２の規定に基づ
く国営美唄地区事業の換地処分等

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年5月17日
北海道
北海道札幌市中央区北３条西６丁目

7000020010006

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・土地改良法89条の2及び同法施行令51条の2の規定に基づき、当該受注
者と契約することが定められているため 4,177,300 4,177,300 100.000

土地改良法第８９条の２及び同法施行令第５１条の２の規定に基づ
く国営岩見沢北村地区事業及び国営岩見沢大願地区事業の換地
処分

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年5月17日
北海道
北海道札幌市中央区北３条西６丁目

7000020010006

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・土地改良法89条の2及び同法施行令51条の2の規定に基づき、当該受注
者と契約することが定められているため 22,259,700 22,259,700 100.000
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定山渓ダム　網場ワイヤーロープ取替修繕（豊平川ダム統合管理事
務所）

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年5月31日
株式会社日進製作所
札幌市手稲区手稲４３５

5430001012707

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・定山渓ダムに設置している網場を係留しているワイヤーロープが左岸及び
右岸共に破断しているのが発見された。昨年からの大雪で雪庇が大きくな
り、気温上昇とともに雪庇がずり落ちる際に網場が一緒に引っ張られてし
まったことで係留しているワイヤーロープに想定以上の加重が働き破断した
ものと思われる。
　網場は湖内に侵入した流木を捕捉することで、ダムの放流や取水設備など
の閉塞や損傷を防止するとともに下流での流木被害を防止する設備であ
る。網場が正常に機能しない場合には、流木の侵入により放流設備、取水
設備が使用できなくなったり、下流域での流木被害が発生したりする恐れが
ある。
　これらは国民の生命と財産を守るダムの放流を適正に行うための重要な
設備であり、常に万全な状態を保持することが必要であり、つ、融雪出水時
期により放流を行う頻度が高い時期となっていることから、緊急に修繕を行う
ものである。
　株式会社日進製作所は、例年網場の点検を実施していることから、設備の
構造を熟知し、修繕に必要な経験と実績があり、緊急の修繕に必要な資材
および人員も有しているから。

2,332,000 2,332,000 100.000

美唄茶志内地区外１地区　区画整理事業推進等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月1日
美唄市
北海道美唄市西３条南１丁目１番１号 9000020012157

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

4,779,865 4,779,865 100.000

美唄地区外１地区　営農状況等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月1日
美唄市農業協同組合
北海道美唄市大通東１条北１丁目２－１

1430005006618

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

4,995,063 4,995,063 100.000

岩見沢北村地区外１地区　区画整理事業推進等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月9日
岩見沢市
北海道岩見沢市鳩が丘１丁目１－１ 2000020012106

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

2,007,808 2,007,808 100.000

岩見沢北村地区外１地区　事業推進調整等委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月9日
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市２条西１丁目１番地 2430005006617

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため

1,760,960 1,760,960 100.000

岩見沢北村地区外２地区　営農状況等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月9日
峰延農業協同組合
北海道美唄市字峰延３７番地 9430005006619

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

1,937,618 1,937,618 100.000

雨竜暑寒地区　用排水路整備推進調整等委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月13日
雨竜土地改良区
北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加８８番地１２６ 8700150033746

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

4,746,954 4,746,954 100.000

雨竜暑寒地区　営農状況調査等委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月13日
きたそらち農業協同組合　雨竜支所
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０番地１９３

8450005001552

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

3,111,818 3,111,818 100.000

雨竜暑寒地区　農地集積等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月13日
雨竜町
北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ１０４番地

6000020014362

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

8,452,524 8,452,524 100.000

南長沼地区　営農状況等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月14日
ながぬま農業協同組合
北海道夕張郡長沼町銀座北１丁目５番１９号

8430005006875

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

1,608,040 1,608,040 100.000

南長沼地区　長沼地域事業推進調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月14日
ながぬま土地改良区
北海道夕張郡長沼町旭町北１丁目１番１９号

5700150033451

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

7,944,747 7,944,747 100.000

南長沼地区　地域農業構造等調査委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月21日
長沼町
北海道夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

4000020014281

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

1,998,758 1,998,758 100.000

作業・支援系災害対策用機械操作訓練（その４）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月22日
株式会社アクティオ
北海道札幌市中央区大通西１０丁目４番地１３３南大通ビル新館２

6010001034494

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・「北海道開発局札幌開発建設部災害対策用機械の出動等に関する協定」
に基づき、当該受注者に当該訓練の参加を義務づけているため。 1,231,114 1,231,114 100.000

調査系災害対策用機械操作訓練
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月22日
環境開発工業株式会社
北海道札幌市東区東雁来３条１丁目２番１０号

2430001003618

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・「北海道開発局札幌開発建設部災害対策用機械の出動等に関する協定」
に基づき、当該受注者に当該訓練の参加を義務づけているため。 7,694,093 7,682,790 99.853

滝川排水機場主原動機燃料噴射ポンプ修繕
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年6月24日
（株）荏原製作所北海道支社
北海道札幌市白石区本通１９丁目北１番２５号

1010801001748

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・令和４年５月２６日、滝川排水機場において、３号主原動機の回転数が不
安定になり、運転を継続できない不具合が確認された。このため、３台ある
ポンプのうち３号の運転が不能な状態となっているため、速やかに修繕を実
施しなければ排水作業に支障を来す恐れがある。
　排水機場のポンプ設備は、国民の生命と財産を守る重要な機械設備であ
り、常に万全な状態を保持することが必要があることから、随意契約により
当該修繕を履行するものである。
　株式会社荏原製作所は、当該設備の製作、据付会社であり、構造を熟知
し、修繕に必要な経験と実績を有しており、最も迅速で適切な対応ができる
者であるため。

2,090,000 2,090,000 100.000

北海外４地区１地域　空知地域受益動向調査等委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年8月1日
北海土地改良区
北海道岩見沢市６条西７丁目１番地 3700150033511

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

11,329,194 11,329,194 100.000

雨竜川上流地域　深川地域受益地調査等委託業務
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年8月18日
多度志土地改良区
北海道深川市多度志２１３０番地

5700150033749

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

1,000,528 1,000,528 100.000

篠津運河下流地区外１地区　篠津中央区域　受益地調査等委託業
務

富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年8月22日
篠津中央土地改良区
北海道石狩郡当別町字金沢１３６３−２１ 5700150032420

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件業務を提供する唯一の者であるため。

3,486,807 3,486,807 100.000



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

総合水防演習連絡会議運営補助
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年8月30日
一般財団法人北海道河川財団
北海道札幌市北区北七条西４丁目５－１

5430005010343

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・企画提案書の評価において、優れた情報資料及び技術等を有するとして
特定した者であるため（企画競争方式） 9,977,000 9,977,000 100.000

分解組立バックホウ（２５－４１４１）分解組立及び遠隔操作等訓練
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年9月6日
日本キャタピラー合同会社
東京都千代田区内幸町１丁目２番２号

5021001031564

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件は、札幌開発建設部が保有する分解組立バックホウ（25-4141）につ
いて、突発的に発生する災害に対して常時出動できる体制を整えることを目
的に、空輸を想定した分解組立作業並びに当部と協定を締結している災害
対策用機械等出動協定会社に対する遠隔操作及び遠隔操作用関連機器据
付･撤去訓練を行うものである。
　当該機械は、遠隔操縦機能など特殊なシステムを有しており、かつヘリコ
プターによる空輸のための専用分割構造となっていることから、迅速かつ確
実に分解組立作業を行うためには当該機械の特殊システム及び特殊構造を
熟知していることが求められる。
　日本キャタピラー合同会社は、当該機械の製造かつ納入メーカーであるこ
とから、本機械に関する設計、製作、組立、特殊システムなどのノウハウを
有する唯一の業者である。
　また、上記業者は「北海道開発局所管施設等の災害応急対策業務に関す
る協定」の締結者である一般社団法人日本建設機械施行協会北海道支部
の会員企業であるから。

7,258,900 7,258,900 100.000

防災用携帯電話購入
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年11月17日
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
東京都千代田区大手町２丁目３番１号　大手町プレイスウエストタ

7010001064648

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・北海道開発局防災業務計画の災害時通信手段において、有線･無線系、
地上茎･衛星系による通信路の多ルート化の推進を図るとともに、緊急情報
連絡用の回線として携帯電話、衛星通信異動局等の移動通信回線を活用
することとされており、防災用衛星携帯電話機を担当職員に貸与している。
　現在、当課が保有する防災用衛星携帯電話機のうち、故障修理受付が終
了した機種については、故障が生じた場合、その都度代替機種の選定・購
入等の手続きを要し業務に支障が生じることから順次更新するものである。
　エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）（（株）NTTドコモの法人部門はエ
ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）に社名を変更。）を契約相手として選
定した理由としては、同じNTTドコモの回線を引き継ぐことにより災害時有線
電話の回線を確保できること、携帯電話を防災時に使用するに当たりメール
を課内あるいは関係者に早急に一斉同報する機会が多く、NTTドコモがメー
ル１通あたりの一斉同報通知可能数が１００件（ａｕ３０件、ソフトバンク２０件
まで送信できること、また既に保有している防災携帯電話のスマートフォンを
NTTドコモの「安心マネージャー」で一括管理しており、今回購入するスマー
トフォンも含め、効率的な管理が可能となることが挙げられる。
　また、「安心マネージャー」については使用端末での動作検証及び設定作
業が必要であり、それを行えるのはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
のみであるから。

2,774,200 2,774,200 100.000

月寒庁舎　低濃度ＰＣＢ廃棄物処理（札幌道路事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年12月7日
ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
北海道苫小牧市字勇払１５２番地

8430001053450

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本業務は、札幌道路事務所で保管管理している低濃度ＰＣＢ
（ポリ塩化ビフェニル）を含んだトランス等について、「ポリ塩化
ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
（平成１３年６月法律第６５号）に基づき処分を行うものである。
　低濃度ＰＣＢ廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃
に関する法律の規定に基づき、環境大臣が認定する施設にお
ける無害化処理が定められている。
  現在、低濃度ＰＣＢ廃棄物無害化処理認定施設は北海道で２
社（ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社と北電ネットワーク苫小牧
リサイクルセンター）が許可を受けている。
　しかしながら 北電ネットワーク苫小牧リサイクルセンターは、
変圧器、コンデンサ等のみの認定処理施設となっており、今回
市余分する金属汚染物の認定が無いことから、ＪＸ金属苫小牧
ケミカル株式会社が本業務を履行できる唯一の事業者と認め
られるから。

1,096,040 1,096,040 100.000

サイクルシェアリング自転車走行履歴データ作成
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和4年12月20日
特定非営利活動法人ポロクル
北海道札幌市中央区北一条西１丁目６番地

5430005012281

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・本件は、国土交通省の重点施策の一つである安全で快適な
自転車利用環境創出の観点から、札幌都心部における自転車
利用の走行場所について現状・課題を把握するとともに、本年
度整備した国道１２号及び国道３６号、国道２３０号の自転車通
行空間の整備効果を把握し、より安全で快適な自転車通行空
間等の整備手法検討に活用するため、生活利用、ビジネス、
観光などの多様な利用状況の自転車起終点データ、自転車走
行の位置データを整理･作成するものである。
　特定非営利活動法人ポロクルは、観光振興やまちの魅力創
出の観点、環境に配慮した交通手段を活用したまちづくりに貢
献するため、公共性に資する目的でサイクルシェアサービスを
行っており、上記データを保有する唯一の事業者であるから。

2,200,000 2,200,000 100.00%

事務所分庁舎屋根修繕（滝川河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和5年1月10日
居林建設工業株式会社
北海道滝川市流通団地３丁目７番１４号

9430001048136

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・滝川河川事務所の分庁舎において、巡視センター玄関横及
び防災センター東側の軒先部分が損傷した。
　本年１２月の大雪の影響で軒先の野地垂木が折損したもの
で、１２月に二度雪下ろしをしたが雪の重さに耐えきれずに損
傷したものである。
　当該損傷を放置すると、損傷部位の拡大により板金トタンに
亀裂を生じて雨漏りの発生などの影響が予見されることから、
早急に修繕する必要がある。
　業者選定に当たって、滝川市及び新十津川町に本店を有す
る建築Ｄクラスの有資格者に複数問い合わせたところ、上記業
者が迅速な受注･施工が可能であった。
　上記業者は、今年度の事務所庁舎雨漏り修繕の受注実績を
有し、建築営繕工事に係る施工実績が豊富であり、適切な資
材等の調達等を迅速に対応できることから、契約の相手方とし
て適当であると判断したため。

3,630,000 3,630,000 100.000



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

取水設備調査（空知川河川事務所）
富山　英範
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９丁目

令和5年3月22日
㈱ＩＨＩインフラ建設北海道支店

5010601000905

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
・令和５年２月、滝里ダム取水設備において、凍結防止装置
（エアコンプレッサー）を稼働させていたが、スクリーン内部が結
氷する事象が発生した。
　このことから、管理用発電設備の稼働や取水設備の運用に
あたり管理用発電設備等の損傷につながる恐れがあるため、
早急に方流管及び導水管を調査し、発電設備、取水設備の運
用に支障がないことを確認する必要がある。
　よって、本件の発注に当たっては、一般競争に付している時
間が無いことから、緊急的な随意契約によるものとする。
　また、上記業者は、令和４年度の滝里ダム放流設備点検（空
知川河川事務所）の受注者であり、当該設備の仕様に精通し
ており、迅速な対応が可能であることから、契約の相手方とし
て選定するものである。

3,465,000 3,465,000 100.00%

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


